
山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金交付要綱 

 
（趣旨） 

第１条 知事は、重症心身障害児者（重症心身障害児及び重症心身障害者をいう。以下

同じ。）や医療的ケア児が県内どこでも安心して生活できるよう、在宅で重症心身障

害児者等の介護を行う家族の負担軽減のために実施される短期入所（レスパイトサー

ビス）の整備及び充実や、障害者等の緊急時の受入れ体制の確保等を図るため、医療

型短期入所事業所の設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、

その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以

下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第４条第

１項及び第２項に規定する障害者又は障害児をいう。 

２ この要綱において「重症心身障害児者」とは、次に掲げる者をいう。 

（１）重症心身障害児 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項に規定

する重症心身障害児 

（２）重症心身障害者 次に掲げる要件の全てに該当する障害者又はこれに相当すると

市町村が認める障害者 

ア 療育手帳の障害の程度がＡに該当すること。ただし、身体障害との合併により、

当該障害の程度に判定されている場合を除く。 

イ 身体障害者手帳（肢体不自由）の等級が１級又は２級に該当すること。ただし、

肢体不自由以外の身体障害との合算により、当該等級に認定されている場合を除

く。 

ウ 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」が「全面的な支援が必要」に該当

すること。 

３ この要綱において「医療的ケア児」とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援

に関する法律（令和３年法律第８１号。以下「医療的ケア児支援法」という。）第２

条第２項に規定する医療的ケア児をいう。（１８歳に達し、又は高等学校等を卒業し

たことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者を含む。） 

４ この要綱において「医療的ケア」とは、医療的ケア児支援法第２条第１項に規定す

る医療的ケアをいう。 

５ この要綱において「医療型短期入所事業所」とは、医療法（昭和２３年法律第２０

５号）第１条の５第１項に規定する病院若しくは同条第２項に規定する診療所又は介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２８項に規定する介護老人保健施設若

しくは同条第２９項に規定する介護医療院において、短期入所を行う短期入所事業所

をいう。 



（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業は、医療型短期入所事業所の指定を受けるにあたり、

医療的ケア児及び重症心身障害児者（以下「医療的ケア児等」という。）の受入に必

要となる備品等の購入を行う事業とする。ただし、既存の補助制度で対象とされてい

る事業は対象外とする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 医療的ケア児等の受入に必要となる次のア～キまでに該当する備品等の購入や

システムの導入（以下「備品購入費等」という。）に要する経費を補助の対象とする。 

ア ベッドサイドモニター 

イ 見守り支援システム 

ウ 電動ベッド 

エ 吸引器 

オ パルスオキシメーター（鉄柱酸素飽和度を表示する機器） 

カ 医療型短期入所事業報酬請求システム 

キ その他医療的ケア児等の受け入れに必要となる備品 

２ 医療的ケア児等の支援に直接関係しない次のア～ウに該当する経費については、補

助の対象とはならない。 

  ア 車両購入費及び車両購入に係る自動車登録諸経費（自動車税、重量税、取得税、

保険料、登録代行料、納車経費及びこれらに係る消費税等） 

  イ テレビ、事務机、ソファ、職員の業務効率化のためのパソコン等の初度設備費 

  ウ ユニフォーム等の被服費及び消耗品費 

３ 備品購入費等については、次のア、イの要件をすべて満たさなければならない。 

  ア １事業所あたりの事業費が５００千円以上のものであること。 

  イ 補助対象となる備品等は、事業所の指定を受ける２ヶ月前以降に補助対象事業

者が発注し、補助金の申請を行う年度内に納品されたものであること。 

 

（補助金の算定方法） 

第５条 知事が医療型短期入所事業所の設置者に交付する補助金の額は、下表に掲げる

補助基準額と対象経費の実支出額の合計額から当該補助事業に係る寄付金その他の収

入額を控除した額とを比較して少ない方の額に同表に掲げる補助率を乗じて得た額と

する。ただし、算出された額に千円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。 

設置主体 補助基準額 補助率 

病院 ３，３３４千円 ４分の３ 

診療所、介護医療院、介護老人保健施設 ２，０００千円 ４分の３ 

 

２ 補助回数については、１施設につき１回とする。 

 



（補助金の交付申請書） 

第６条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書（別記第１号様式）

に以下の書類を添付し、知事に提出しなければならない。 

（１）山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金所要額調書（別記第２号様

式） 

（２）山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業事業計画書（別記第３号様式） 

（３）その他知事が必要とする書類 

２ 前項の申請書の提出期限は、別に知事が定める日とし、その提出部数は、１部とす

る。 

３ 補助事業者は、第１項の申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控

除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分

の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費

税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）

を減額して交付申請をしなければならない。ただし、申請時において、当該消費税等

仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（交付決定の通知） 

第７条 知事は、第６条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合には、書類

を審査の上、交付すべきものと認めたときはすみやかに交付の決定を行い、様式第４

号による補助金交付決定通知書を補助事業者に送付するものとする。 

２ 知事は、前項の決定をする場合において、必要に応じて条件を付すことができるも

のとする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第８条 補助金の交付の条件は、規則第６条第１項各号に掲げるもののほか、次に掲げ

るとおりとする。 

（１）補助事業の内容の変更をしようとするときは、変更（中止・廃止）承認申請書

（別記第５号様式）を提出し、知事の承認を受けること。ただし、補助金の額に

影響を及ぼさない変更については、この限りでない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、変更（中止・廃止）承認申

請書を提出し、知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難

となった場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受けること。 

 

（事業変更計画書） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、規則第６条

第１項第１号の規定により、補助事業の内容その他申請に係る事項の変更の承認を受



けようとするときは、事業変更計画書を知事に提出しなければならない。なお、事業

変更計画書は、別記第３号様式に準じて作成するものとする。ただし、補助事業等の

遂行過程で生じた事情変更等により，事業内容が変更するものであるが、その内容が

軽微であり、承認にかからしめるほどのことがないものの場合は、この限りではない。 

 

（申請の取下げ） 

第１０条 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起

算して２０日を経過した日までとする。 

 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書（別記第６号様式）

に次に掲げる添付書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して３０日を経過した

日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日まで

に知事に提出しなければならない。 

（１）山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金精算書（別記第７号様式） 

（２）山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業実績報告書（別記第８号様式）及び

口座届出書（別記第９号様式） 

（３）契約書及び領収書の写し 

２ 補助事業者は、前項の規定により実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税等

係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告し

なければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 知事は、実績報告書の提出を受けた場合には、報告書等の審査及び必要に応

じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内

容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めた場合は、交

付すべき補助金の額を確定し、様式第１０号による補助金額の確定通知書により補助

事業者に通知するものとする。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、別に定めるものとし、返還期限内に納付がない場合に

は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95％の割合で計

算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第１３条 補助金は、精算払とする。 

 

 



（財産の処分の制限） 

第１４条 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が３０万円以上の機械及び

器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１

５号）で定める耐用年数を経過するまで知事の承認を受けないで、この補助事業の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならな

い。 

２ 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書（別記第

１１号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、第１項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金の

うち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

担保に供し、又は廃棄した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する

分を返還させるものとする。 

４ 補助対象事業により取得した財産については、補助対象事業の完了後においても、

善良な管理者の注意を持って管理するととともに、その効率的な運用を図らなければ

ならない。また、知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合に

は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

５ 知事は、第６条の規定により、補助金に係る消費税等仕入控除税額について減額し

て交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消

費税等仕入控除税額を減額して交付決定するものとする。 

６ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地

方消費税仕入控除税額が確定した場合は、別記第１２号様式により速やかに知事に報

告しなければならない。なお、知事に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全

部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（書類の保管） 

第１５条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算

して５年間、整備保管しておかなければならない。 

２ 取得財産等がある場合は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して第７条で定め

る財産処分制限期間を経過するまでは、前項の帳簿等を整備保管しなければならない。 

 

（雑則） 

第１６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する 

附則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する 



別記第１号様式（第６条関係） 

 第        号  

  年  月  日  

 

 

 山梨県知事       様 

 

                  住  所  

                  法人名 

代表者役職名                  

 

 

令和  年度山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金交付申請書 

 

 

標記について、下記のとおり補助金を交付されるよう、山梨県補助金等交付規則第４条及

び山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金交付要綱第６条の規定により、関係書

類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 申 請 額   金       円 

 ２ 事業種別及び事業所名称 

 

 

（添付書類） 

（１）令和  年度山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金所要額調書 

（別記第２号様式） 

（２）令和  年度山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業事業計画書 

（別記第３号様式） 

 

 

 



別記第２号様式（第６条関係） 

    令和  年度山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金所要額調書 

 

（法人名：                   ）                    

単位：円 

 

 
総事業費 

 
 

Ａ 
 

対象経費の 
支出予定額 

寄付金その他 
の収入額 

差引額 基 準 額   
県費補助金 
所 要 額 

Ｂ（≦Ａ） Ｃ Ｄ（＝Ａ－Ｃ） Ｅ  Ｆ 

 

   合   計 

    

  

 

内
訳
䥹
備
品
名
䥺 

       

     

     

     

     

 

    

（注） １．内訳は、契約を締結する単位で作成すること。 

        ２．Ｅの基準額は、病院の場合は 3,334,000 円、診療所、介護医療院、介護老人保健施設の場合は 2,000,000 円を記入すること。 

３．Ｆの県費補助金所要額は、ＢとＤのいずれか少ない方の額と、Ｅの基準額を比較して少ない方の額の４分の３の額（運営費助成の場合は全額）を記入すること。 

        ４．Ｆの県費補助所要額は千円未満を切捨てにすること。 

           



別記第３号様式（第６条関係）

法人住所

事業所の所在地

対象経費
支出予定額

（業者名１） （業者名２）

千円 千円

（添付書類）
　・協議対象備品等のパンフレット等（該当部分のみ。コピー可）及び見積書（２社以上）の写し

補助所要額

千円

備考

  　　令和　　年度山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業事業計画書

事業の目的及び効果

病院・診療所・介護医療院・介護老人保健施設

合見積額

対
象
施
設
の
概
要

法人名

事業所の名称

事業種別

指定年月日
（又は事業開始予定日）

備
品
等
の
内
容

千円



別記第４号様式(第７条関係) 

障第       号 

令 和  年  月  日 

 

（法人名・代表者） 殿 

 

 

山梨県知事 長崎 幸太郎    

 

 

山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金交付決定通知書 

 

 

（申請日）付けで申請のあった山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金に

ついては、山梨県補助金等交付規則第５条第１項及び山梨県医療型短期入所事業所開設

促進事業費補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり交付決定することにしたの

で、通知します。 

 

 

補助事業に要する経費  円 

交付決定額 金（交付決定額） 円 

（施設名・事業所名） 

 

 

交付の条件 

（１）補助事業の内容の変更をしようとするときは、変更（中止・廃止）承認申請

書（別記第５号様式）を提出し、知事の承認を受けること。ただし、補助金の

額に影響を及ぼさない変更については、この限りでない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、変更（中止・廃止）承

認申請書を提出し、知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が

困難となった場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受ける

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第５号様式（第８条関係） 

 第        号  

  年  月  日  

 

 

 山梨県知事       様 

 

                  住  所  

                  法人名 

代表者役職名                  

 

 

令和  年度山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金 

事業変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 

年 月 日付け 第 号で交付決定のあったこのことについて、次の理由により事業計画

を変更（中止・廃止）したいので、山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金

交付要綱第８条の規定により、申請します。 

 

１ 変更（中止・廃止）の理由 

 

２ 変更（中止・廃止）の内容 

 

※ 変更の場合、交付申請の添付書類に準じて、変更前と変更しようとする内容を比較記 

載した書面を添付すること。 

 

 

※ 必要に応じて項目を加えること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第６号様式（第１１条関係） 

 

 

 第        号  

  年  月  日  

 

 

 山梨県知事       様 

 

                   住  所  

                   法人名 

代表者役職名                

 

 

 令和  年度山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金実績報告書 

 

 

 

  年  月  日付け  第   号で交付決定の通知があった標記補助金に係る

事業実績について、山梨県補助金等交付規則第１２条及び山梨県医療型短期入所事業所

開設促進事業費補助金交付要綱第１１条の規定により、関係書類を添えて報告します。 

 

 

（添付書類） 

１ 令和  年度山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金精算書 

（別記第７号様式） 

２ 令和   年度山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業実績報告書 

（別記第８号様式） 

３ 口座届出書（別記第９号様式） 

４ 契約書（又はそれに代わる書類）及び領収書の写し 

 



別記第７号様式（第１１条関係） 

  令和  年度山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金精算書 

（法人名：                 ）  

単位：円 

 
支 出 済 
総事業費 

Ａ 

対象経費の 
実支出額 

寄付金その 
他の収入額 

差 引 額 基準額 
県費補助金
所 要 額 

県費補助金交
付決定額 

県費補助金 
受入済額   

差引過不足 

Ｂ（≦Ａ） Ｃ Ｄ＝Ａ－Ｃ Ｅ 
 
Ｆ Ｇ Ｈ 

 
Ｉ＝F－Ｈ 

 

 

合  計           

内
訳
䥹
備
品
名
䥺 

     
     

     

     

     

     

     

（注） １．内訳は、契約を締結する単位で作成すること。 

    ２．Ｅの基準額は、病院の場合は 3,334,000 円、診療所、介護医療院、介護老人保健施設の場合は 2,000,000 円を記入すること。 

３．Ｆの県費補助金所要額は、ＢとＤのいずれか少ない方の額と、Ｅの基準額を比較して少ない方の額の４分の３の額を記入すること。 

    ４．Ｆの県費補助所要額は千円未満を切捨てにすること。 



別記第８号様式（第１１条関係）

（添付書類）

　・契約書（なければ納品書等内容・数量・金額等がわかる書類）及び領収書の写し

　・整備後の写真

  　　令和　　年度山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業実績報告書

対
象
施
設
の
概
要

法人名

事業所の名称

事業種別 病院・診療所・介護医療院・介護老人保健施設

法人住所

事業所の所在地

備品購入の効果等
（事業の成果等）

備考

対象経費実支出額 補助所要額

備
品
等
の
内
容

指定年月日
（又は事業開始予定日）

千円 千円



印

振込口座

口　座　届　出　書

令和　　　年　　　月　　　日

住 所

〒

　TEL　　　　　（　　　　）

本 ・ 支 店 名

名 称

令和　　年度山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金の支払いについては、下記の

口座に振り込んでください。

別記第９号様式（第１１条関係）

こ う ざ め い ぎ

口 座 名 義

預 金 種 別 　　　当座預金　　　　　　　　普通預金

口 座 番 号

金 融 機 関 名



 
別記第１０号様式(第１２条関係） 

障第       号 

令和 年  月  日 

 

 

 

法人名・個人名 

代表者役・氏名 殿 

 

山梨県知事 長崎 幸太郎    

 

 

山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金の額の確定について（通知） 

 

 

交付 

決定日付け障第交付 

決定番号号で交付決定したこのことについては、山梨県補助金等交付規則第１３条及び

山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金交付要綱第１２条の規定により、次の

とおり補助金の額を確定したので通知します。 

 

１．補助対象事業所： 

施設・事業所名 

２．交付決定額：金交付決定金額円 

３．交付確定額：金額の確定金額円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県 福祉保健部 
障害福祉課 施設支援担当 
TEL ０５５−２２３−１４６３ 

FAX  ０５５−２２３−１４６４ 



 

別記第１１号様式（第１４条関係） 

 

 

 第        号  

  年  月  日  

 

 

 山梨県知事       様 

 

                   住 所 

                   法人名 

代表者役職名                

 

 

財産処分承認申請書 

 

 

山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金に係る補助事業により取得した財産を、

次のとおり処分したいので、山梨県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金交付要項第１

４条に基づき、申請します。 

 

１ 処分しようとする財産の明細 

 

２ 処分の内容 

 

３ 処分しようとする理由 

 

４ その他必要な書類 

 

※ 必要に応じて項目を加えること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
別記第１２号様式（第１４条関係） 

 

第         号  

  年  月  日  

   

 

山梨県知事         様 

 

 

 

住    所            

                                           法 人 名           

                        代 表 者 名               

 

 

    令和  年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

 令和  年  月  日付け   第     号で交付決定通知のあった令和  年度山梨

県医療型短期入所事業所開設促進事業費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 施設の種類及び名称 

 

２ 山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）第１３条の規定による確

定額又は事業実績報告による精算額 

金              円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

（要補助金等返還相当額） 

金              円 

 

４ 添付書類 

  消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等 

 

 

 


